
 
 
 

青
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域
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護
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行
規
則 

 

（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
三
十
二
号
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例

第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
運
用
状
況
の
公
表
） 

第
二
条 

条
例
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
毎
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
前
年
度
に
お
け
る
運
用
状
況
を
告
示

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

実
施
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項 

イ 

開
示
請
求
の
件
数
及
び
開
示
決
定
等
の
状
況 

ロ 

訂
正
請
求
の
件
数
及
び
訂
正
決
定
等
の
状
況 

ハ 

利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
利
用
停
止
決
定
等
の
状
況 

ニ 

開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
及
び
利
用
停
止
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
件
数
並
び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
決
定
の
状
況 

ホ 

苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
の
状
況 

二 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


